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１ 青梅市生涯学習推進市民会議設置要綱

１ 設置 

青梅市における生涯学習の効果的な推進を図るため、青梅市生涯学習推

進市民会議（以下「市民会議」という。）を設置する。 

２ 所掌事項 

市民会議は、次の事項を所掌する。 

(１) 生涯学習推進施策のための意見および提言に関すること。 

(２) 生涯学習関係機関および団体の連携と協力の促進に関すること。 

(３) その他生涯学習の推進に関し必要な事項 

３ 組織 

市民会議は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員15人をもって組

織する。 

(１) 学識経験者 ５人 

(２) 市内関係団体の代表者 10人 

４ 委員の任期 

委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

ただし、再任を妨げない。 

５ 議長、副議長の選出および職務等 

(１) 市民会議に議長および副議長を置き、委員の互選により定める。 

(２) 議長は、市民会議を代表し、会務を総理する。 

(３) 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理

する。 

６ 会議 

(１) 市民会議は、必要に応じて議長が招集する。 

(２) 議長は、必要があると認めるときは、市民会議に委員以外の者の出

席を求め、意見を聴くことができる。 

７ 部会 

(１) 市民会議は、効率的な運営を図るため、部会を置くことができる。 

(２) 部会の構成および運営に関しては、市民会議が定める。 

８ 個人情報保護義務 

委員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当

な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

９ 庶務 

市民会議の庶務は、生涯学習推進担当課において処理する。 

10 その他 

この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、市

民会議が定める。 

11 実施期日 

この要綱は、平成10年９月１日から実施する。 

12 経過措置 

この要綱の一部改正は、平成 23 年４月１日から実施する。 
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２ 青梅市生涯学習推進市民会議委員名簿

市民会議 氏         名 選 出 区 分 備考

議長 林    義  巳 
要綱第３項第２号

副議長 増  子  ま す み 

委員 横 手 良 夫 

要綱第３項第１号

〃 増 田 優 子 

〃 北 川 英 一 
平成30年 9月30日

退任 

〃 菅  勇 真 
平成30年 10月 1日

就任 

〃 塩 野 麻 理 

〃 栗 原 郁 夫 

〃 東  愼 次 

要綱第３項第２号

〃 清  水  洋  邦 
平成30年 9月30日

退任 

〃 小 椋 勝 宏 
平成30年 10月 1日

就任 

〃 須 田 保 宏 

〃 松 永 康 宏 

〃 沖 山 恵 子 

〃 大 野 友 江 

〃 加 藤 知 恵 

〃 戸 井 田  圭  子 
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３ 青梅市生涯学習推進本部設置要綱 

１ 設置 

青梅市における生涯学習推進の施策および事業を総合的にとらえ、生涯

学習関連行政を効果的に推進するため、青梅市生涯学習推進本部（以下「推

進本部」という。）を設置する。 

２ 所掌事項 

推進本部は、次の事項を所掌する。 

(１) 生涯学習の施策にかかる基本方針の策定に関すること。 

(２) 生涯学習推進計画の策定に関すること。 

(３) 生涯学習の施策にかかる協議、総合調整および推進に関すること。 

(４) 庁内推進会議および生涯学習推進市民会議の決定された事項の承認

に関すること。 

(５) その他生涯学習の推進に関する必要な事項 

３ 組織 

推進本部は、それぞれ次の職にある者をもって組織する。 

(１) 本部長 市長 

(２) 副本部長 副市長、教育長 

(３) 本部員 病院事業管理者、青梅市経営会議規則（昭和44年規則第27

号）第２条第１号に規定する部長および議会事務局長 

４ 本部長および副本部長 

(１) 本部長は、推進本部を統括する。 

(２) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務

を代理する。 

５ 会議 

(１) 会議は、必要に応じて本部長が招集し、会議の議長となる。 

(２) 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出

席を求めることができる。 

６ 庁内推進会議 

推進本部に、庁内推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

(１) 推進会議は、社会教育担当部長主宰の下に、別表に定める職にある

者をもって組織する。 

(２) 社会教育担当部長は、必要があると認めるときは、推進会議に前号

に定める者以外のものの出席を求めることができる。 

(３) 推進会議は、推進本部に付議する事案および推進本部で決定した事

項の実施に必要な事項を協議する。 

(４) 推進会議に、必要に応じて部会を設けることができる。 

７ 庶務 

推進本部の庶務は、生涯学習推進担当課が処理する。 

８ その他 

この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は本部

長が定める。 

９ 実施期日 
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この要綱は、平成８年８月１日から実施する。 

10 経過措置 

(１) この要綱の一部改正は、平成11年４月１日から実施する。 

(２) この要綱の一部改正は、平成16年４月１日から実施する。 

(３) この要綱の一部改正は、平成16年10月１日から実施する。 

(４) この要綱の一部改正は、平成19年４月１日（以下「実施日」という。）

から実施する。ただし、実施日において現に在職する収入役については、

その者が在職する期間に限り、改正後の青梅市生涯学習推進本部設置要

綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

(５) この要綱の一部改正は、平成20年４月１日から実施する。 

(６) この要綱の一部改正は、平成21年４月１日から実施する。 

(７) この要綱の一部改正は、平成22年４月１日から実施する。 

(８) この要綱の一部改正は、平成25年７月５日から実施する。 

(９) この要綱の一部改正は、平成26年４月１日から実施する。 

(10) この要綱の一部改正は、平成29年４月１日から実施する。 

(11) この要綱の一部改正は、平成30年４月１日から実施する。 

別表 

青梅市生涯学習推進本部庁内推進会議構成員 

企画部企画政策課長 

市民安全部市民安全課長 

市民安全部防災課長 

市民安全部市民活動推進課長 

市民部市民税課長 

環境部環境政策課長 

環境部公園緑地課長 

経済スポーツ部商工観光課長 

経済スポーツ部農林水産課長 

経済スポーツ部スポーツ推進課長 

健康福祉部高齢介護課長 

健康福祉部障がい者福祉課長 

健康福祉部健康課長 

子ども家庭部子ども家庭支援課長 

総合病院管理課長 

教育部指導室長 

教育部社会教育課長 

教育部文化課長 
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４ 青梅市生涯学習推進本部構成員名簿 

                             （平成３１年３月３１日現在）

推進本部  役      職 氏     名 備    考 

本 部長  市 長  浜 中 啓 一

副本部長  副 市 長  池 田  央

〃  教 育 長  岡 田 芳 典

本部員  病 院 事 業 管 理 者  原  義 人

〃 企 画 部 長  小 山 高 義

〃 総 務 部 長  島 崎 昌 之

〃 市 民 安 全 部 長  星 野 由 援

〃 市 民 部 長  楢 島 章 夫

〃 環 境 部 長  木 村 文 彦

〃 健 康 福 祉 部 長  橋 本 雅 幸

〃 子 ど も 家 庭 部 長  原 島 和 久

〃 経 済 ス ポ ー ツ 部 長  伊 藤 英 彦

〃 都 市 整 備 部 長  福 泉 謙 司

〃 事 業 部 長  為 政 良 治

〃 会 計 管 理 者  宇 津 木  博  宣

〃 総 合 病 院 事 務 局 長  新 居 一 彦

〃 議 会 事 務 局 長  梅 林  繁

〃 教 育 部 長  渡  辺  慶 一 郎
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５ 青梅市生涯学習推進本部庁内推進会議構成員名簿

（平成３１年３月３１日現在）

庁内会議  役     職 氏     名 備    考 

議 長  教育部長 渡  辺  慶 一 郎

委員  企画部企画政策課長 松 永 和 浩

〃 
市民安全部 

市民安全課長 
須 崎  実

〃 市民安全部防災課長 山 中  威

〃 
市民安全部 

市民活動推進課長 
吉 崎 龍 男

〃 市民部市民税課長 吉 澤 武 司

〃 環境部環境政策課長 細 金 慎 一

〃 環境部公園緑地課長 山 宮 忠 利

〃 
健康福祉部 

高齢介護課長 

中 村 浩 二 平成30年 12月 31日退任

斎 藤 剛 一 平成 31 年 1 月 1 日就任

〃 
健康福祉部 

障がい者福祉課長 
茂 木  正

〃 健康福祉部健康課長 丹 野 博 彰

〃 
子ども家庭部 

子ども家庭支援課長 
木 村 芳 夫

〃 
経済スポーツ部 

商工観光課長 
小 井 戸  雄  一

〃 
経済スポーツ部 

農林水産課長 
坂 田 真 吾

〃 
経済スポーツ部 

スポーツ推進課長 
布 田 信 好

〃 総合病院管理課長 青 木 政 則

〃 教育部指導室長 中  嶋  建 一 郎

〃 教育部社会教育課長 塚 本 智 信

〃 教育部文化課長 北 村 和 寛
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６ 青梅市生涯学習推進市民会議・青梅市生涯学習推進本部・庁内推進会議

開催経過 

開催日 会議 内容 

1
平成 30 年 

4月 24日
第 1回 生涯学習推進本部会議 

第六次青梅市生涯学習推進計画の策定について 

・方針、策定スケジュールについて 

2 7 月 19 日 第 1回 生涯学習推進市民会議 
第六次青梅市生涯学習推進計画の策定について 

・方針、策定スケジュールについて 

3 9 月 25 日 第 2回 生涯学習推進市民会議 
第六次青梅市生涯学習推進計画について 

・第１章～５章の検討 

4 10 月 5 日 第 1回 庁内推進会議 
第六次青梅市生涯学習推進計画について 

・第１章～５章の検討 

5 10 月 22 日 第 3回 生涯学習推進市民会議 
第六次青梅市生涯学習推進計画について 

・原案の検討 

6 10 月 29 日 第 2回 庁内推進会議 
第六次青梅市生涯学習推進計画について 

・原案の検討 

7 11 月 6 日 第 2回 生涯学習推進本部会議 第六次青梅市生涯学習推進計画（原案）について 

8
平成 31 年 

1月 21日
第 4回 生涯学習推進市民会議 第六次青梅市生涯学習推進計画（案）について 

9 1 月 24 日 第 3回 庁内推進会議 第六次青梅市生涯学習推進計画（案）について 

10 1月 29日 第 3回 生涯学習推進本部会議 第六次青梅市生涯学習推進計画（案）について 
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７ 「第六次青梅市生涯学習推進計画事業計画報告書」調査、集計結果

（１）調査概要

調査名：第六次青梅市生涯学習推進計画事業計画報告書

調査目的：第六次青梅市生涯学習推進計画を策定するにあたり、各種団体の生涯学習

の活動状況や今後の方向性、また問題点等を把握し、計画の参考とするため。

実施期間：平成３０年８月３日～９月５日

対象：行政各課、市内小中学校、行政機関、保育園、幼稚園等、高等学校等、社会福

祉法人、ＮＰＯ法人、博物館等、老壮大学、高齢者クラブ、青梅ボランティア・市

民活動センター登録団体、体育協会、文化団体連盟、青梅市生涯学習サークル登録

団体、その他関連団体 計５１８団体

回答団体数：１７５団体

（２）回答事業数内訳

基本的 

施策 
主な施策の方向 

庁内・市

立学校 
関連団体 合計

生涯学習の 

基礎づくり 

乳幼児教育・家庭教育の充実 10 33 43

小・中学校教育の充実 12 7 19

家庭・学校・地域の連携 14 15 29

小計 36 55 91

生涯学習の場

と機会の充実

施設の整備と有効活用 2 2 4

豊かに生きるための学習機会の充実 26 87 113

ともに生きるための学習機会の充実 20 47 67

健やかに生きるための学習機会の充実 16 80 96

暮らしやすい環境のための学習機会の充実 22 15 37

小計 86 231 317

自主活動の支援

地域づくりは市

民活動から 

地域コミュニティ活動への支援 16 19 35

地域人材の育成と活用 16 6 22

小計 32 25 57

学習情報提供

と学習相談の

充実 

学習情報提供の充実 12 4 16

学習相談の整備 1 0 1

小計 13 4 17

生涯学習推進

体制の確立 

推進体制づくり 3 3 6

支援体制づくり 3 1 4

小計 6 4 10

合計 173 319 492

※各団体の個別の回答事業は青梅市教育委員会ホームページ（http://www.ome-tky.ed.jp
/shakaikyoiku/syougaigakusyusuisinkeikaku4.html）または社会教育課窓口にて、ご
覧いただけます。


